
 

令和６年５月１日 

   

 保護者の皆様 

岡崎市立羽根小学校  

 校長  河合 正浩  

 

台風等異常気象時、地震発生時及び南海トラフ地震に関する情報が発表された場合の 

児童の登下校について（改定） 

 

４月５日付けでお知らせしました、「暴風・暴風雪・特別警報発表ならびに南海トラフ地震に関

する情報が発表された場合の児童の登下校について」、岡崎市教育委員会より変更の通知があり

ましたので下記の通りに対応します。ご確認いただきますようお願いいたします。 

  

記 

 

１ 台風等異常気象時の対応 

（１）「暴風警報」「暴風雪警報」が発表された場合 

◆児童の登校前に、岡崎市に「暴風警報」「暴風雪警報」が発表されている場合 

   ア 午前６時までに警報が解除された場合は、平常どおり始業します。 

イ 午前１１時までに警報が解除された場合は、午後１時から始業します。 

   ウ 午前１１時（１１時を含む）以降警報が継続されている場合は、臨時休業とします。 

     ＊上記ア、イの場合でも、道路の冠水、河川の増水、積雪等によりで登校が困難と校長や

保護者が認める場合は、自宅待機とし登校をさせないでください。なお、保護者が登校

困難と判断した場合は、オンライン欠席連絡フォームにて状況を学校にお知らせくださ

い。 

◆児童の登校後に、岡崎市に｢暴風警報｣｢暴風雪警報｣が発表された場合 

 ア 気象及び通学路の状況等から児童が安全に帰宅できると判断したときは、授業を中止して

速やかに下校させます。 

イ 通学路が危険と認められる場合や下校距離等により帰宅が困難と認められるときは、当該

児童の安全を確保し待機させます。必要があれば、お迎えを依頼することがあります。 

 

（２）「特別警報」が発表された場合 

 ◆児童の登校前に、岡崎市に「特別警報」が発表されている場合 

  ア 児童を登校させないでください。 

   イ 特別警報解除後も、学校は災害の状況及び気象・通学路の状況等の情報収集に努めますの

で、安全に登校できると判断するまでは自宅待機とします。通学路等の安全確認ができたと

ころで、配信メールにて連絡をします。 

 ◆児童の登校後に、岡崎市に「特別警報」が発表された場合 

  ア 授業を中止し、児童の生命及び安全を確保し、学校待機、外部への避難、保護者への引き

渡し等、最善の対応をします。配信メールにて連絡をします。 

  イ 学校待機をした場合、児童を安全に下校させられると判断できるまでは待機させます。 

 

（３）「暴風警報」「暴風雪警報」及び「特別警報」が発表されていないが、大雨等異常気象により

児童の安全確保に困難が予想される場合 

  ア 学校周辺の災害状況を踏まえ、休業や授業の中止を決定することがあります。予定の変更

は、配信メールにて連絡をします。 



 

  イ 児童が居住する地域の災害状況等により、安全に登校できないと校長が判断した場合、該

当児童を自宅待機とすることがあります。 

  ウ 学校周辺及び児童が居住する地域、または通学路の災害状況等により、安全に帰宅できな

い場合や下校距離等により帰宅が困難である場合は当該児童を学校待機とし下校させないこ

とがあります。必要があれば、お迎えを依頼することがあります。 

 

２ 地震発生時及び南海トラフ地震等に関する情報（臨時情報）入手時の対応 

（１） 事前に情報がない状態で地震が発生した場合 

  ア 児童が学校にいる場合は、安全を確保し児童の様子を保護者に連絡したり、引き渡しの

依頼をしたりすることがあります。 

  イ 児童が自宅にいる場合は、臨時休校や授業再開の時期など、必要に応じて配信メールに

て連絡します。 

 

（２） 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合 

  ア 学校は、児童の安全を確保し、緊急連絡先の再確認をします。 

  イ 必要に応じて配信メールで連絡をしますので、確認をしてください。 

 

（３） 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）又は（巨大地震警戒）が発表された場合 

  正確な情報を収集し、次のように対応します。 

  ◆児童の在校時 

   ア 児童の安全を確保し、保護者へ引き渡しをします。引き渡し場所は運動場ですが、天

候等により変更になる場合は、配信メールで連絡をします。 

   イ 事情により下校できない児童については、学校内の安全な場所に待機をさせ、お迎え

を待ちます。 

  ◆児童の登下校時 

   ア 教職員が通学路に出て児童の安全を確認し、速やかに帰宅をさせます。 

イ 可能な限り通学路に出て、児童の安全を確保してください。 

  ◆児童の在宅時 

   ア 児童の登校前の場合は、休校とします。 

   イ 臨時休校や学校再開の時期等は、配信メールにて連絡をします。 

 

３ その他 

・災害発生時、発生前後における登下校の可否の判断は、学校が通学路等の安全確認を行

いますが、ご家庭の判断が必要になることがあります。児童の安全を確保するためにも

ご協力をお願いいたします。 

・学校メールの登録確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（連絡先：羽根小学校 教頭 鈴木淳子 電話５１－１７９５） 


